
ベトナム支社よりご報告
　　　～１０期目を迎えて～

　

２０２０年入社 新入社員内定式

第１３回 エヌアセット野菜市 開催告知 
～オーナー様が育てた美味しい農作物を販売～

　ベトナム支店は 10 期目を迎え、現在 10 名のスタッ
フで業務に従事しております。今月からオフィス移転
も行い、総勢 20 名の体制構築に向けて日々邁進して
おります。

　今回は日本の不動産投資家も注目されているベト
ナムの投資用不動産についてご紹介致します。2015
年 7 月、ベトナムの住宅法・不動産事業法の改正をきっ
かけにベトナムへの不動産投資は今なお注目されて
います。当社の投資用・居住用不動産の売買仲介も
年々取り扱い件数が増加しており、管理戸数も 100
戸を超えようとしています。

　購入後の募集、管理業務は日本と商習慣が異なる
ことが多々ありますので、日本での管理業務を経験し
ている私や西村が前面に立ち、投資家のサポートを
行っております。

　ベトナムの不動産投資だけではなく、勿論賃貸仲
介も行っており、店舗、オフィス、賃貸住居の手配も
行っております。ホーチミンの不動産で何かしらお困
りのことがあれば、是非お近くのスタッフまでお気軽
にお声がけください。

N-ASSET Vietnam 支社
杉本 朗（すぎもと あきら）
ベトナム支社の杉本です。2018 年 6 月より駐在
を開始し、1 年４ヶ月が経ちました。
ホーチミンにお越しの際はぜひお立ち寄りくだ
さい。

 10 月 1 日、弊社溝の口本店にて 2020 年 4 月入社予定社員( 新卒 )の内定式を行いました。 今年も沢山の
エントリーの中から選考を重ねて 3 名の採用が決定しています。 来年の入社が今から楽しみです。

左より 黒岩　俊介（くろいわ　しゅんすけ）　男性
　　　安澤　海 （々あんざわ　のの）　　　　女性
 　　  坂井　俊介（さかい　しゅんすけ）　　男性 



　今回は弊社で行っている「サクセスミーティング」に
ついてご紹介致します。サクセスミーティングは空室物
件の早期成約を目的としたチーム会議です。賃貸経営
サポートチームのメンバー全員で、より効果的な対策を
するべく毎週ミーティングを行っています。
　募集賃料を下げることは空室対策のひとつとして挙げ
られますが、なにもせずに物件の価値を下げるだけで本
来あるべき空室対策とは言えません。
　チームには入社 1 年目の新人から経験豊富なベテラン
スタッフまでおりますので様 な々アイデアを出し合い、モ
デルルームの実施や設備のバリューアップ工事などのご
提案を行い、物件の価値を下げるだけでなく物件の価
値向上、またそのアピール方法をチーム一丸となって話
し合っています。
　８月は過去最高の 95.1％の入居率となりました。今期
からは投資用不動産のご紹介をしていたスタッフや設備
面の不具合などの入居者様対応を行っていたスタッフも
チームに合流したので、更に高入居率を維持・向上し
ていけるよう努めて参ります。

海外資産の税務処理に関する最新情報を発信中！
スタッフブログはこちら
お問合せ：0 4 4 - 3 8 2 - 0 2 0 0

N-ASSET Berry

　不動産などの資産を売却して利益が出ると、譲
渡所得税というものが課税されます。
ただし、収益物件を売却して利益が出た場合と、
マイホームを売却して利益が出た場合とで、課税の
仕方が同じというのはおかしいので、譲渡所得税に
は数々の特例があります。

　その特例の一つに、「被相続人の居住用財産（空
き家）に係る譲渡所得の特別控除の特例」（以下

「空き家控除」といいます。）という制度があります。
この制度は、相続又は遺贈により取得した被相続
人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等
を、平成 28 年 4 月1日から令和 5 年 12 月 31日ま
での間に売って、一定の要件に当てはまるときは、
譲渡所得の金額から最高 3,000 万円まで控除する
ことができるものです。

　特例の対象となる「被相続人居住用家屋」とは、
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に
供されていた家屋で、次の 3 つの要件全てに当ては
まるもの（主として被相続人の居住の用に供されて
いた一の建築物に限ります。）をいいます。

　イ 昭和 56 年５月31日以前に建築されたこと。
　ロ 区分所有建物登記がされている建物でない
　　　こと。
　ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に
　　　居住をしていた人がいなかったこと。

　また、特例の対象となる「被相続人居住用家屋
の敷地等」とは、相続の開始の直前（従前居住用
家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供さ
れなくなる直前）において被相続人居住用家屋の
敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存
する権利をいいます。

　上記の資産を相続の開始があった日から 3 年を
経過する日の属する年の 12 月 31 日までに売却（売
却代金は 1 億円以下という要件もあります）し、確
定申告を行う事で空き家控除を受ける事ができま
す。

　以上が特例の概要になりますが、適用については
更に細かい要件がありますので、ご不明な点は税
理士に相談して、上手に節税することをお勧めしま
す。


